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新型コロナウイルス感染症拡大に伴 う経済対策として、
しんがた かんせんしょうかくだい ともな けいざいたいさく

特別定額給付金(国民１人につき１０万円)等が給付されること
とくべつていがくきゅうふきん こくみんひ と り まんえん など きゅうふ

となり、生活保護を受けている皆様も、対象とすることが決定
せいかつ ほ ご う みなさま たいしょう けってい

されました。

これらの給付金については、生活保護制度上、
きゅうふきん せいかつ ほ ご せいどじょう

収 入として認定はいたしません。
しゅうにゅう にんてい

しかし、給付金を受け取った時には、これまでどおり、
きゅうふきん う と とき

収 入申告が必要です。
しゅうにゅうしんこく ひつよう

現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、不要不急
げんざい しんがた かんせんしょうかくだいぼうし ふ よ うふきゅう

の外出を控えることとされています。
がいしゅつ ひか

このため、速やかな収 入申告を行うことが難しい場合は、
すみ しゅうにゅうしんこく おこな むずか ば あ い

給付金を受け取った日より後に予定されている、家庭訪問や
きゅうふきん う と ひ あと よ て い か て いほうもん

郵送により提出してください。
ゆうそう ていしゅつ

なお、給付金の種類ごとの詳しい取扱いについては、別紙を
きゅうふきん しゅるい くわ とりあつか べ っ し

ご覧いただくとともに、別紙の内容にご不明な点がある場合は、
らん べ っ し ないよう ふめい てん ば あ い

担当のケースワーカーにお尋ねください。
たんとう たず
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